
新 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

03.02 魚（生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし 03.02 魚（生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし 0302.69-000 を

、第03.04 項の魚のフィレその他の魚肉を除く。 、第03.04 項の魚のフィレその他の魚肉を除く。 100 と900 に分割

） ） する。

（省 略） （省 略）

－その他の魚（肝臓、卵及びしらこを除く。） －その他の魚（肝臓、卵及びしらこを除く。）

（省 略） （省 略）

0302.69 －－その他のもの 0302.69 000 －－その他のもの ＫＧ

100 －－－たら（テラグラ属のもの） ＫＧ （新 規）

900 －－－その他のもの ＫＧ (新 規)

(省 略) (省 略)

12.11 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他 12.11 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他 1211.20-100・200・

これらに類する用途に供する植物及びその部分（ これらに類する用途に供する植物及びその部分（ 900 を統合し、

種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したもの 種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したもの 1211.20-000 とす

に限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたもの に限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたもの る。

であるかないかを問わない。） であるかないかを問わない。）

(省 略) (省 略)

1211.20 000 －おたねにんじん ＫＧ 1211.20 －おたねにんじん

（削 除） 100 －－紅参 ＫＧ

(削 除) 200 －－白参 ＫＧ

(削 除) 900 －－その他のもの ＫＧ

(省 略) (省 略)

２００３年 輸出統計品目表改正

－１－



新 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

16.04 魚（調製し又は保存に適する処理をしたものに限 16.04 魚（調製し又は保存に適する処理をしたものに限 1604.13-120 と

る。）、キャビア及び魚卵から調製したキャビア る。）、キャビア及び魚卵から調製したキャビア 190 を統合し、

代用物 代用物 1604.13-100 とす

－魚（全形のもの及び断片状のものに限るものと －魚（全形のもの及び断片状のものに限るものと る。

し、細かく切り刻んだものを除く。） し、細かく切り刻んだものを除く。）

(省 略) (省 略)

1604.13 －－いわし 1604.13 －－いわし

100 －－－気密容器入りのもの ＫＧ －－－気密容器入りのもの

(削 除) 120 －－－－水煮のもの ＫＧ

(削 除) 190 －－－－その他のもの ＫＧ

900 －－－その他のもの ＫＧ 900 －－－その他のもの ＫＧ

21.01 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び 21.01 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び 2101.11-000 を

濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒ 濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒ 2101.11-100・900

ー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリ ー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリ に分割する。

ーその他のコーヒー代用物（いつたものに限る。 ーその他のコーヒー代用物（いつたものに限る。

）並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 ）並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物

－コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並び －コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並び

にこれらをもととした調製品並びにコーヒーを にこれらをもととした調製品並びにコーヒーを

もととした調製品 もととした調製品

2101.11 －－エキス、エッセンス及び濃縮物 2101.11 000 －－エキス、エッセンス及び濃縮物 ＫＧ

100 －－－インスタントコーヒー ＫＧ (新 規)

900 －－－その他のもの ＫＧ (新 規)

(省 略) (省 略)

２００３年 輸出統計品目表改正

－２－



新 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

32.06 その他の着色料、この類の注３の調製品（第32.0 32.06 その他の着色料、この類の注３の調製品（第32.0 3206.20-100 と

3 項から第32.05 項までのものを除く。）及びル 3 項から第32.05 項までのものを除く。）及びル 900 を統合し、

ミノホアとして使用する種類の無機物（化学的に ミノホアとして使用する種類の無機物（化学的に 3206.20-000 とす

単一であるかないかを問わない。） 単一であるかないかを問わない。） る。

(省 略) (省 略)

3206.20 000 －クロム化合物をもととした顔料及び調製品 ＫＧ 3206.20 －クロム化合物をもととした顔料及び調製品

(削 除) 100 －－黄鉛（クロムイエロー） ＫＧ

(削 除) 900 －－その他のもの ＫＧ

(省 略) (省 略)

38.25 化学工業（類似の工業を含む。）において生ずる 38.25 化学工業（類似の工業を含む。）において生ずる 平成14年度関税改

残留物（他の項に該当するものを除く。）、都市 残留物（他の項に該当するものを除く。）、都市 正に伴う改正。

廃棄物、下水汚泥及びこの類の注６のその他の廃 廃棄物、下水汚泥並びにこの類の注６のその他の

棄物 廃棄物

47.07 古紙 47.07 古紙

(省 略) (省 略)

4707.30 －主として機械パルプから製造した紙又は板紙の 4707.30 000 －主として機械パルプから製造した紙又は板紙の 4707.30-000 を

もの（例えば、新聞、雑誌その他これらに類す もの（例えば、新聞、雑誌その他これらに類す 4707.30-100 と

る印刷物） る印刷物） ＭＴ 900 に分割する。

100 －－新聞古紙 ＭＴ (新 規)

900 －－その他のもの ＭＴ (新 規)

(省 略) (省 略)

２００３年 輸出統計品目表改正

－３－



新 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

48.23 その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及 48.23 その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及 4823.90-200 を

びセルロース繊維のウェブ（特定の大きさ又は形 びセルロース繊維のウェブ（特定の大きさ又は形 900 に統合する。

状に切つたものに限る。）並びに製紙用パルプ、 状に切つたものに限る。）並びに製紙用パルプ、

紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロ 紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロ

ース繊維のウェブのその他の製品 ース繊維のウェブのその他の製品

(省 略) (省 略)

4823.90 －その他のもの 4823.90 －その他のもの

100 －－紙テープ ＫＧ 100 －－紙テープ ＫＧ

(削 除) 200 －－試験紙 ＫＧ

900 －－その他のもの ＫＧ 900 －－その他のもの ＫＧ

２００３年 輸出統計品目表改正

－４－



新 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

60.01 パイル編物（ロングパイル編物及びテリー編物を 60.01 パイル編物（ロングパイル編物及びテリー編物を 第Ⅰ統計単位に

含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのも 含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのも ＳＭを追加。

のに限る。） のに限る。）

6001.10 －ロングパイル編物 6001.10 －ロングパイル編物

100 －－人造繊維製のもの ＳＭ ＫＧ 100 －－人造繊維製のもの ＫＧ

900 －－その他の紡織用繊維製のもの ＳＭ ＫＧ 900 －－その他の紡織用繊維製のもの ＫＧ

－ループドパイル編物 －ループドパイル編物

6001.21 －－綿製のもの 6001.21 －－綿製のもの

100 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 100 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 900 －－－その他のもの ＫＧ

6001.22 －－人造繊維製のもの 6001.22 －－人造繊維製のもの

－－－合成繊維製のもの －－－合成繊維製のもの

110 －－－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－－－たてメリヤスのもの ＫＧ

190 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－－－その他のもの ＫＧ

－－－再生繊維又は半合成繊維製のもの －－－再生繊維又は半合成繊維製のもの

210 －－－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 210 －－－－たてメリヤスのもの ＫＧ

290 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 290 －－－－その他のもの ＫＧ

6001.29 000 －－その他の紡織用繊維製のもの ＳＭ ＫＧ 6001.29 000 －－その他の紡織用繊維製のもの ＫＧ

－その他のもの －その他のもの

6001.91 －－綿製のもの 6001.91 －－綿製のもの

100 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 100 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 900 －－－その他のもの ＫＧ

6001.92 －－人造繊維製のもの 6001.92 －－人造繊維製のもの

－－－合成繊維製のもの －－－合成繊維製のもの

－－－－ナイロンその他ポリアミド製のもの －－－－ナイロンその他ポリアミド製のもの

111 －－－－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 111 －－－－－たてメリヤスのもの ＫＧ

２００３年 輸出統計品目表改正

－５－



旧 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

119 －－－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 119 －－－－－その他のもの ＫＧ

－－－－ポリエステル製のもの －－－－ポリエステル製のもの

121 －－－－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 121 －－－－－たてメリヤスのもの ＫＧ

129 －－－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 129 －－－－－その他のもの ＫＧ

－－－－アクリル又はモダクリル製のもの －－－－アクリル又はモダクリル製のもの

131 －－－－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 131 －－－－－たてメリヤスのもの ＫＧ

139 －－－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 139 －－－－－その他のもの ＫＧ

－－－－その他のもの －－－－その他のもの

191 －－－－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 191 －－－－－たてメリヤスのもの ＫＧ

199 －－－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 199 －－－－－その他のもの ＫＧ

－－－再生繊維又は半合成繊維製のもの －－－再生繊維又は半合成繊維製のもの

210 －－－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 210 －－－－たてメリヤスのもの ＫＧ

290 －－－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 290 －－－－その他のもの ＫＧ

6001.99 000 －－その他の紡織用繊維製のもの ＳＭ ＫＧ 6001.99 000 －－その他の紡織用繊維製のもの ＫＧ

60.02 メリヤス編物及びクロセ編物（幅が30センチメー 60.02 メリヤス編物及びクロセ編物（幅が30センチメー

トル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の トル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の

５％以上のものに限るものとし、第60.01 項のも ５％以上のものに限るものとし、第60.01 項のも

のを除く。） のを除く。）

6002.40 －弾性糸の重量が全重量の５％以上のもの（ゴム 6002.40 －弾性糸の重量が全重量の５％以上のもの（ゴム

糸を含まないものに限る。） 糸を含まないものに限る。）

－－綿製のもの －－綿製のもの

110 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－－その他のもの ＫＧ

－－合成繊維製のもの －－合成繊維製のもの

210 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 210 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

290 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 290 －－－その他のもの ＫＧ

２００３年 輸出統計品目表改正

－６－



旧 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

－－その他の紡織用繊維製のもの －－その他の紡織用繊維製のもの

910 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 910 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

990 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 990 －－－その他のもの ＫＧ

6002.90 －その他のもの 6002.90 －その他のもの

－－綿製のもの －－綿製のもの

110 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－－その他のもの ＫＧ

－－合成繊維製のもの －－合成繊維製のもの

210 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 210 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

290 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 290 －－－その他のもの ＫＧ

－－その他の紡織用繊維製のもの －－その他の紡織用繊維製のもの

910 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 910 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

990 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 990 －－－その他のもの ＫＧ

60.03 メリヤス編物及びクロセ編物（幅が30センチメー 60.03 メリヤス編物及びクロセ編物（幅が30センチメー

トル以下のものに限るものとし、第60.01 項及び トル以下のものに限るものとし、第60.01 項及び

第60.02 項のものを除く。） 第60.02 項のものを除く。）

6003.10 －羊毛製又は繊獣毛製のもの 6003.10 －羊毛製又は繊獣毛製のもの

110 －－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－たてメリヤスのもの ＫＧ

190 －－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－その他のもの ＫＧ

6003.20 －綿製のもの 6003.20 －綿製のもの

110 －－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－たてメリヤスのもの ＫＧ

190 －－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－その他のもの ＫＧ

6003.30 －合成繊維製のもの 6003.30 －合成繊維製のもの

110 －－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－たてメリヤスのもの ＫＧ

190 －－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－その他のもの ＫＧ

２００３年 輸出統計品目表改正

－７－



旧 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

6003.40 －再生繊維又は半合成繊維製のもの 6003.40 －再生繊維又は半合成繊維製のもの

110 －－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－たてメリヤスのもの ＫＧ

190 －－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－その他のもの ＫＧ

6003.90 －その他のもの 6003.90 －その他のもの

110 －－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－たてメリヤスのもの ＫＧ

190 －－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－その他のもの ＫＧ

60.04 メリアス編物及びクロセ編物（幅が30センチメー 60.04 メリアス編物及びクロセ編物（幅が30センチメー

トルを超え、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の トルを超え、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の

５％以上のものに限るものとし、第60.01 項のも ５％以上のものに限るものとし、第60.01 項のも

のを除く。） のを除く。）

6004.10 －弾性糸の重量が全重量の５％以上のもの（ゴム 6004.10 －弾性糸の重量が全重量の５％以上のもの（ゴム

糸を含まないものに限る。） 糸を含まないものに限る。）

－－綿製のもの －－綿製のもの

110 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－－その他のもの ＫＧ

－－合成繊維製のもの －－合成繊維製のもの

210 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 210 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

290 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 290 －－－その他のもの ＫＧ

－－再生繊維又は半合成繊維製のもの －－再生繊維又は半合成繊維製のもの

310 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 310 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

390 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 390 －－－その他のもの ＫＧ

－－その他の紡織用繊維製のもの －－その他の紡織用繊維製のもの

910 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 910 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

990 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 990 －－－その他のもの ＫＧ

２００３年 輸出統計品目表改正

－８－



旧 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

6004.90 －その他のもの 6004.90 －その他のもの

－－綿製のもの －－綿製のもの

110 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－－その他のもの ＫＧ

－－合成繊維製のもの －－合成繊維製のもの

210 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 210 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

290 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 290 －－－その他のもの ＫＧ

－－再生繊維又は半合成繊維製のもの －－再生繊維又は半合成繊維製のもの

310 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 310 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

390 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 390 －－－その他のもの ＫＧ

－－その他の紡織用繊維製のもの －－その他の紡織用繊維製のもの

910 －－－たてメリヤスのもの ＳＭ ＫＧ 910 －－－たてメリヤスのもの ＫＧ

990 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 990 －－－その他のもの ＫＧ

60.05 たてメリヤス編物（ガルーンメリヤス機により編 60.05 たてメリヤス編物（ガルーンメリヤス機により編

んだものを含むものとし、第60.01 項から第60.0 んだものを含むものとし、第60.01 項から第60.0

4 項までのものを除く。） 4 項までのものを除く。）

6005.10 000 －羊毛製又は繊獣毛製のもの ＳＭ ＫＧ 6005.10 000 －羊毛製又は繊獣毛製のもの ＫＧ

－綿製のもの －綿製のもの

6005.21 000 －－漂白してないもの及び漂白したもの ＳＭ ＫＧ 6005.21 000 －－漂白してないもの及び漂白したもの ＫＧ

6005.22 000 －－浸染したもの ＳＭ ＫＧ 6005.22 000 －－浸染したもの ＫＧ

6005.23 000 －－異なる色の糸から成るもの ＳＭ ＫＧ 6005.23 000 －－異なる色の糸から成るもの ＫＧ

6005.24 000 －－なせんしたもの ＳＭ ＫＧ 6005.24 000 －－なせんしたもの ＫＧ

－合成繊維製のもの －合成繊維製のもの

6005.31 －－漂白してないもの及び漂白したもの 6005.31 －－漂白してないもの及び漂白したもの

110 －－－ナイロンその他のポリアミドのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－－ナイロンその他のポリアミドのもの ＫＧ

120 －－－ポリエステルのもの ＳＭ ＫＧ 120 －－－ポリエステルのもの ＫＧ

２００３年 輸出統計品目表改正

－９－



旧 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－－その他のもの ＫＧ

6005.32 －－浸染したもの 6005.32 －－浸染したもの

110 －－－ナイロンその他のポリアミドのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－－ナイロンその他のポリアミドのもの ＫＧ

120 －－－ポリエステルのもの ＳＭ ＫＧ 120 －－－ポリエステルのもの ＫＧ

190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－－その他のもの ＫＧ

6005.33 －－異なる色の糸から成るもの 6005.33 －－異なる色の糸から成るもの

110 －－－ナイロンその他のポリアミドのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－－ナイロンその他のポリアミドのもの ＫＧ

120 －－－ポリエステルのもの ＳＭ ＫＧ 120 －－－ポリエステルのもの ＫＧ

190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－－その他のもの ＫＧ

6005.34 －－なせんしたもの 6005.34 －－なせんしたもの

110 －－－ナイロンその他のポリアミドのもの ＳＭ ＫＧ 110 －－－ナイロンその他のポリアミドのもの ＫＧ

120 －－－ポリエステルのもの ＳＭ ＫＧ 120 －－－ポリエステルのもの ＫＧ

190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－－その他のもの ＫＧ

－再生繊維又は半合成繊維製のもの －再生繊維又は半合成繊維製のもの

6005.41 000 －－漂白してないもの及び漂白したもの ＳＭ ＫＧ 6005.41 000 －－漂白してないもの及び漂白したもの ＫＧ

6005.42 000 －－浸染したもの ＳＭ ＫＧ 6005.42 000 －－浸染したもの ＫＧ

6005.43 000 －－異なる色の糸から成るもの ＳＭ ＫＧ 6005.43 000 －－異なる色の糸から成るもの ＫＧ

6005.44 000 －－なせんしたもの ＳＭ ＫＧ 6005.44 000 －－なせんしたもの ＫＧ

6005.90 000 －その他のもの ＳＭ ＫＧ 6005.90 000 －その他のもの ＫＧ

60.06 その他のメリヤス編物及びクロセ編物 60.06 その他のメリヤス編物及びクロセ編物

6006.10 000 －羊毛製又は繊獣毛製のもの ＳＭ ＫＧ 6006.10 000 －羊毛製又は繊獣毛製のもの ＫＧ

－綿製のもの －綿製のもの

6006.21 000 －－漂白してないもの及び漂白したもの ＳＭ ＫＧ 6006.21 000 －－漂白してないもの及び漂白したもの ＫＧ

6006.22 000 －－浸染したもの ＳＭ ＫＧ 6006.22 000 －－浸染したもの ＫＧ

6006.23 000 －－異なる色の糸から成るもの ＳＭ ＫＧ 6006.23 000 －－異なる色の糸から成るもの ＫＧ

２００３年 輸出統計品目表改正

－１０－



旧 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

6006.24 000 －－なせんしたもの ＳＭ ＫＧ 6006.24 000 －－なせんしたもの ＫＧ

－合成繊維製のもの －合成繊維製のもの

6006.31 －－漂白してないもの及び漂白したもの 6006.31 －－漂白してないもの及び漂白したもの

120 －－－ポリエステルのもの ＳＭ ＫＧ 120 －－－ポリエステルのもの ＫＧ

130 －－－アクリル又はモダクリルのもの ＳＭ ＫＧ 130 －－－アクリル又はモダクリルのもの ＫＧ

190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－－その他のもの ＫＧ

6006.32 －－浸染したもの 6006.32 －－浸染したもの

120 －－－ポリエステルのもの ＳＭ ＫＧ 120 －－－ポリエステルのもの ＫＧ

130 －－－アクリル又はモダクリルのもの ＳＭ ＫＧ 130 －－－アクリル又はモダクリルのもの ＫＧ

190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－－その他のもの ＫＧ

6006.33 －－異なる色の糸から成るもの 6006.33 －－異なる色の糸から成るもの

120 －－－ポリエステルのもの ＳＭ ＫＧ 120 －－－ポリエステルのもの ＫＧ

130 －－－アクリル又はモダクリルのもの ＳＭ ＫＧ 130 －－－アクリル又はモダクリルのもの ＫＧ

190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－－その他のもの ＫＧ

6006.34 －－なせんしたもの 6006.34 －－なせんしたもの

120 －－－ポリエステルのもの ＳＭ ＫＧ 120 －－－ポリエステルのもの ＫＧ

130 －－－アクリル又はモダクリルのもの ＳＭ ＫＧ 130 －－－アクリル又はモダクリルのもの ＫＧ

190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 190 －－－その他のもの ＫＧ

－再生繊維又は半合成繊維製のもの －再生繊維又は半合成繊維製のもの

6006.41 000 －－漂白してないもの及び漂白したもの ＳＭ ＫＧ 6006.41 000 －－漂白してないもの及び漂白したもの ＫＧ

6006.42 000 －－浸染したもの ＳＭ ＫＧ 6006.42 000 －－浸染したもの ＫＧ

6006.43 000 －－異なる色の糸から成るもの ＳＭ ＫＧ 6006.43 000 －－異なる色の糸から成るもの ＫＧ

6006.44 000 －－なせんしたもの ＳＭ ＫＧ 6006.44 000 －－なせんしたもの ＫＧ

6006.90 000 －その他のもの ＳＭ ＫＧ 6006.90 000 －その他のもの ＫＧ

２００３年 輸出統計品目表改正

－１１－



新 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

73.10 鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他こ 73.10 鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他こ 7310.21-100 と

れらに類する容器（内容積が 300リットル以下の れらに類する容器（内容積が 300リットル以下の 900 を統合し、

ものに限るものとし、内張りしてあるかないか又 ものに限るものとし、内張りしてあるかないか又 7321.21-000 とす

は断熱をしてあるかないかを問わず、圧縮ガス用 は断熱をしてあるかないかを問わず、圧縮ガス用 る。

又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若 又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若

しくは冷却用の装置を有するものを除く。） しくは冷却用の装置を有するものを除く。）

(省 略) (省 略)

－内容積が50リットル未満のもの －内容積が50リットル未満のもの

7310.21 000 －－缶（はんだ付け又はクリンプ加工により密閉 7310.21 －－缶（はんだ付け又はクリンプ加工により密閉

するものに限る。） ＫＧ するものに限る。）

(削 除) 100 －－－ぶりき缶 ＫＧ

(削 除) 900 －－－その他のもの ＫＧ

(省 略) (省 略)

２００３年 輸出統計品目表改正

－１２－



新 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

84.47 編機、ステッチボンディングマシン、タフティン 84.47 編機、ステッチボンディングマシン、タフティン 8447.20-110 と

グ用機械及びジンプヤーン、チュール、レース、 グ用機械及びジンプヤーン、チュール、レース、 190 を統合し、

ししゆう布、トリミング、組ひも又は網の製造機 ししゆう布、トリミング、組ひも又は網の製造機 8447.20-100 とす

械 械 る。

(省 略) (省 略)

8447.20 －平型編機及びステッチボンディングマシン 8447.20 －平型編機及びステッチボンディングマシン

100 －－平型編機 ＮＯ ＫＧ －－平型編機

(削 除) 110 －－－手動式のもの ＮＯ ＫＧ

(削 除) 190 －－－その他のもの ＮＯ ＫＧ

（省 略） （省 略）

84.71 自動データ処理機械及びこれを構成するユニット 84.71 自動データ処理機械及びこれを構成するユニット 8471.70-100 を

並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデー 並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデー 900 に統合する。

タ媒体に符号化して転記する機械及び符号化した タ媒体に符号化して転記する機械及び符号化した

データを処理する機械（他の項に該当するものを データを処理する機械（他の項に該当するものを

除く。） 除く。）

(省 略) (省 略)

8471.70 －記憶装置 8471.70 －記憶装置

(削 除) 100 －－主記憶装置（単独で提示するもの） ＮＯ

(省 略) (省 略)

900 －－その他のもの ＮＯ 900 －－その他のもの ＮＯ

（省 略） （省 略）

２００３年 輸出統計品目表改正

－１３－



新 旧

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

85.20 磁気式テープレコーダーその他の録音機（音声再 85.20 磁気式テープレコーダーその他の録音機（音声再 8520.33-200

生装置を自蔵するかしないかを問わない。） 生装置を自蔵するかしないかを問わない。） を900 に統合

(省 略) (省 略) する。

8520.33 －－その他のもの（カセット式のものに限る。） 8520.33 －－その他のもの（カセット式のものに限る。）

100 －－－テープデッキ ＮＯ 100 －－－テープデッキ ＮＯ

(削 除) 200 －－－ウォーキングステレオ ＮＯ

900 －－－その他のもの ＮＯ 900 －－－その他のもの ＮＯ

(省 略) (省 略)

85.23 録音その他これに類する記録用の媒体（記録して 85.23 録音その他これに類する記録用の媒体（記録して 8523.13-110

ないものに限るものとし、第37類の物品を除く。 ないものに限るものとし、第37類の物品を除く。 と190 を統合

） ） し、8523.13

(省 略) (省 略) -100とする。

8523.13 －－幅が6.5 ミリメートルを超えるもの 8523.13 －－幅が6.5 ミリメートルを超えるもの

100 －－－録音用のもの ＮＯ ＫＧ －－－録音用のもの

（削 除） (I.C.) 110 －－－－カセット状のもの ＮＯ ＫＧ

(I.C.)

（削 除） 190 －－－－その他のもの ＮＯ ＫＧ

（省 略） （省 略） (I.C.)

２００３年 輸出統計品目表改正

－１４－



新 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

85.29 第85.25 項から第85.28 項までの機器に専ら又は 85.29 第85.25 項から第85.28 項までの機器に専ら又は 8529.10-200 を

主として使用する部分品 主として使用する部分品 8529.10-900 に統

8529.10 －アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使 8529.10 －アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使 合する。

用する部分品 用する部分品

100 －－ロッドアンテナ ＮＯ ＫＧ 100 －－ロッドアンテナ ＮＯ ＫＧ

(削 除) 200 －－テレビジョン受像用アンテナ（ロッドアンテ

ナを除く。） ＮＯ ＫＧ

900 －－その他のもの ＫＧ 900 －－その他のもの ＫＧ

(省 略) (省 略)

85.44 電気絶縁をした線、ケーブル（同軸ケーブルを含 85.44 電気絶縁をした線、ケーブル（同軸ケーブルを含 8544.51-210 と

む。）その他の電気導体（エナメルを塗布し又は む。）その他の電気導体（エナメルを塗布し又は 290 を統合して、

酸化被膜処理をしたものを含むものとし、接続子 酸化被膜処理をしたものを含むものとし、接続子 8544.51-200 とす

を取り付けてあるかないかを問わない。）及び光 を取り付けてあるかないかを問わない。）及び光 る。

ファイバーケーブル（個々に被覆したファイバー ファイバーケーブル（個々に被覆したファイバー

から成るものに限るものとし、電気導体を組み込 から成るものに限るものとし、電気導体を組み込

んであるかないか又は接続子を取り付けてあるか んであるかないか又は接続子を取り付けてあるか

ないかを問わない。） ないかを問わない。）

(省 略) (省 略)

8544.51 －－接続子を取り付けてあるもの 8544.51 －－接続子を取り付けてあるもの

(省 略) (省 略)

200 －－－通信用ケーブル ＫＧ －－－通信用ケーブル

(削 除) 210 －－－－導体が銅のもの ＫＧ

(削 除) 290 －－－－その他のもの ＫＧ

(省 略) (省 略)

２００３年 輸出統計品目表改正

－１５－



新 旧

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

90.28 気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検 90.28 気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検 9028.20-200 と

定用計器 定用計器 900 を統合して90

(省 略) (省 略) 28.20-000 とする

9028.20 000 －液体用計器 ＮＯ ＫＧ 9028.20 －液体用計器 。

(削 除) 200 －－積算液量計（水量計を除く。） ＮＯ ＫＧ

(削 除) 900 －－その他のもの ＮＯ ＫＧ

(省 略) (省 略)

２００３年 輸出統計品目表改正

－１６－


